
平成２４年度第３回北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会 議事概要 

 

 

１ 開催日時・場所 

平成２５年１月２９日（火） １８：００～２０：００ 

国保会館 ４階 理事会室 

 

２ 次第 

（１）開会 

（２）事務局長挨拶 

（３）議題 

① 北海道後期高齢者医療広域連合の事業状況について 

【資料１】北海道後期高齢者医療広域連合の事業実施概況 

② 平成２４年度第２回補正予算案について 

【資料２】平成２４年度補正予算案（第２号）の概要 

 ③ 平成２５年度当初予算案について 

【資料３】平成２５年度北海道後期高齢者医療広域連合予算の概要 

④ 第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画について 

【資料４―１】第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（案）について 

【資料４－２】「第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（原案）」についての

意見募集結果（案） 

【資料４－３】第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（案） 

⑤ 被保険者証の有効期限等について 

【資料５】被保険者証の有効期限等について 

 

（４）閉 会 

 

３ 出席者 

 別紙１ 出席者名簿のとおり 

 

４ 議事要旨 

 別紙２ 議事要旨のとおり 
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平成２４年度 第３回運営協議会 議事要旨 

質疑応答要旨（■：委員 ○：事務局） 

 

 

【議題１ 北海道後期高齢者医療広域連合の事業状況について】 

 

■ 被保険者数の増減内訳項目の「その他」はどのようなケースなのか。 

 

○ その他の増減数については、後期高齢者医療制度は７５歳以上の方が対象となる

が、６５歳から７４歳で一定の障害がある方も任意で加入することができ、その方

が加入した場合と脱退した場合の人数が増減数となっている。 

 

 

■ 被保険者の状況の増減内訳の数値は１２月中の異動数だけ計上されているが、年度当

初から毎月の数値、累計などを表にして示すことはできないのか。 

 

○ 毎月データを作成しているので、今後データの抽出の仕方について検討したい。 

 

 

■ 保険料の普通徴収の収納率９６．２５％というのは、最近の動向からみて収納率が上

がっているのか。 

 

○ 前年度の同時期で普通徴収率９６．２９％。毎年９６．２％くらいで推移してい

る。 

 

 

 

【議題２ 平成２４年度第２回補正予算案について】 

 

 質疑応答なし 

 

 

 

【議題３ 平成２５年度当初予算案について】 

 

■ 医療会計歳入の繰入金６５億３９５０万７千円の内訳を教えてほしい。 

別紙２  
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○ 一般会計から医療会計へ約１４億円、後期高齢者医療制度臨時特例基金約４５億

円、運営安定化基金５億５千万円となっている。 

 

 

■ 運営安定化基金の残額はいくらか。 

 

○ ２３年度末で約３２億円の残となっている。 

 

 

■ 医療会計の保険給付費の予算額が増えている。北海道は医療費が高いと指摘があるよ

うだが、各市町村に市町村別の一人当たりの医療費を公表し、努力や工夫を求めている

のか。また、後期高齢者の特徴が出るのかは分からないが、疾病、性質別の統計を出す

ことは可能なのか。 

 

○ 毎年５月分の診療について疾病の統計を取り、国保連合会にデータ作成を依頼し

市町村に提供している。そのデータの中から後期高齢者の分の統計を作成すること

はできる。 

 

 

■ 医療会計の保険給付費のことについて、各医療関係事業所に支払っている予算だと思

うが、金額別、事業別等の表を作成することは可能か。 

 

○ 今後の検討とさせてほしい。 

 

 

■ 予算について、国の予算はこれから最終的に決まるが、国から入ってくる歳入で金額

が変わる場合があるなどの情報は入っているのか。 

 

  ○ 今現在、国の国民会議で制度のあり方等検討されている。２５年度予算を組むに

当たり、国や北海道から変更点などの具体的な連絡は来ていない。 

 

 

■ 平成２５年度の主な事業の概要に医療費の適正化として、後発医薬品利用差額通知事

業が記載されている。これは新規事業ではないとのことだが、いつから行っている事業

で、前年度はどのような状況になっているのかを教えてほしい。 
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○ 後発医薬品の利用差額通知については、平成２４年度の新規事業として３月に通

知を実施する予定で手続きを進めている。状況としては、生活習慣病等の長期に渡

る医薬品について、後発医薬品に変えた場合、一薬剤１００円、被保険者一人当た

り５００円以上の差額が出た場合に通知をする予定としている。 

 

 

■ 後発医薬品利用差額通知事業について、２４年度の実施結果はいつ頃報告があるのか。 

 

○ ２４年度の実施状況については、３月に通知をし、その後、レセプト情報によっ

て分析を行う形になる。レセプトの情報は２ヶ月遅れになるので、少し時間が掛か

ると思う。 

 

 

■ 後発医薬品利用差額通知事業について、２５年度の事業というのは、２４年度の事業

結果を基に進めるものだと思うが、実施していない事業をなぜ続けて行うのか。 

 

○ 全国では１９の広域連合が後発医薬品利用差額通知事業を実施しており、それぞ

れの広域連合によって条件等の違いはあるが一定の効果が上がっている状況であり、

それらを参考に当広域連合としても利用差額通知については効果を上げられる事業

であると判断をし、２５年度についても引き続き実施をする予定としている。 

 

 

■ 北海道医師会として、後発医薬品利用差額通知事業については、この通知によって、

どのくらいの効果があるのかまだはっきりと実証されていないということ、医師と被保

険者の間における様々な問題が生じる可能性があること、また、調剤薬局との関係もあ

り、この事業については、非常に疑問であるということを、ここでお話をさせていただ

く。 

 

 

■ 重複・頻回受診者対策事業について、多受診をされている方の傾向などデータがあれ 

ば教えてほしい。 

 

○ 傷病名の傾向はまだ出ていないが、多受診については、レセプトが月に４枚以上

の方についてテスト抽出をした結果、月によって若干差はあるが、２万人程度。頻

回の日数では、月に１５日以上病院にかかっている方が、６千から８千人となって

いる。 
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■ 平成２５年度の事業として市町村納付相談支援事業は行わないのか。 

 

○ 平成２５年度の主な事業の概要には記載していないが、事業として行う予定にな

っている。 

 

 

■ 健康診査について、一人当たりのコストはどのくらい掛かっているのか。 

 

○ 健康診査については、各市町村に委託をして行っており、単価もそれぞれの設定

となるが、予算上は個別方式６６００円程度、集団方式５５００円程度で見積もっ

ている。また、国からの補助基準上の単価もある。 

 

 

■ 柔整の適正化について、お年寄りが頻繁に通っているというふうに聞いているが、何

か対策等立てているのか。 

 

○ 柔整等の受診対策については、現在のところ具体的な取り組みについては明確に

なっていない。今後、他の保険者と他広域連合の状況等をみながら、対策を考えて

いきたい。  

国に対しては、柔整等の審査基準や改善の要望を行っている。 

 

 

■ 保健師の活動について、今まで年間どのくらいの市町村を訪問したのか。実施効果が

あった市町村があれば教えてほしい。 

 

○ 当広域連合では平成２２年度から保健師を配置している。２２年度については健

診に対する取り組み方についての事例集を作成するために５市町村を訪問し、２３

年度からは、主に受診率の低い市町村を対象とし、２３年度は２２市町村、２４年

度は４４市町村を訪問した。 

結果としては、２３年度から本格的に訪問しているので、今後現れてくると思う

が、新たな取り組みを始め、受診率が上がっている市町村もあるので、そのような

市町村の情報等も提供しながら２５年度も積極的に市町村を訪問したいと考えてい

る。 
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【議題４ 第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画について】 

  

質疑応答なし 

 

 

 

【議題５ 被保険者証の有効期限等について】 

 

■ 保険証の裏面の記載事項について、第１回運営協議会の質疑の中で、現在記載されて 

いる臓器提供意思表示等について意見があったと思うが、それをふまえて何か検討した

のか。 

 

○ 保険証の裏面に記載されている臓器提供意思表示については、健康保険法が改正

され、運転免許証と同様に保険証の裏面にも臓器提供の意思表示欄を設けることに

なっている。導入当初は、後期高齢者の方に設けることが適当かどうかという議論

がされたようだが、年齢で差別することは好ましくない等の議論があり、現在の形

で、臓器提供意思表示欄が設定されている。 

 

 

■ 被保険者証の回収に非常にこだわった説明があったが、回収がそんなに重要なのか。

その回収のために余分な費用を掛ける必要はないと思うが、国から指示があるのか。 

 

○ 被保険者証については、例えば一年間の有効期限であれば、有効期限が切れた後

に保険証を廃棄すればいいが、複数年設定している場合には、例えば、平成２５年

７月３１日現在の保険証は平成２３年７月に交付されており、負担割合が前年の収

入所得状況から変更となり、今まで１割負担だった方が３割負担になった場合には、

平成２４年８月１日から平成２５年の７月３１日まで３割負担の保険証が新たに交

付されることになる。しかし、被保険者の方の手元には、平成２５年７月３１日ま

で有効期限のある保険証が手元にあるため、有効期限が残っている保険証が二つあ

ることになる。そのため古い保険証を適正に回収しなければ、１割負担の保険証を

使って医療機関等に掛かってしまい、後日３割負担だったことが分かると、差額の

２割分を被保険者の方に請求をすることになるため、有効期限を一年間とすること

にした。 
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■ 負担割合が変わる人は、一年間何人くらいいるのか。 

 

○ 平成２４年は、およそ２万人。 

 

 

■ 被保険者証の更新について、２年更新の場合は色々な問題があるとは思うが、１年更

新になると、事業予算４１００万円ほど掛かることになっている。今後、毎年この金額

が掛かることになるので、それを軽減するような検討をしていかなければならないと思

う。 


